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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
原
発
の
危
険
か
ら
国
民
の
安
全
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

原
子
力
政
策
大
綱
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
等
に
基
づ
き
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

び
利
用
に
関
す
る
国
の
施
策
を
計
画
的
に
遂
行
し
、
原
子
力
行
政
の
民
主
的
な
運
営
を
図
る
た
め
に
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
、

原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
事
項
（
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
企
画
し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
原
子
力
委
員
会
が
、
原
子
力
政
策
の
基
本
的
考
え
方
等

を
示
す
も
の
と
し
て
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
に
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
、
安
全
の
確
保
を
大
前
提
に
、
原
子

力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
原
子
力
委
員
会
の
原
子
力
政
策
大

綱
を
原
子
力
政
策
に
関
す
る
基
本
方
針
と
し
て
尊
重
し
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
旨
の

閣
議
決
定
を
同
月
十
四
日
に
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
貯
蔵
を
含
め
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
利
用
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
の
確
保

に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
を
締
結
し
、
国
際
原
子

一



力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
の
保
障
措
置
の
下
で
、
核
物
質
、
施
設
等
を
厳
格
に
管
理
し
、
原
子
力
の
平
和
利
用
に
係
る
透
明
性

の
確
保
の
徹
底
を
図
り
、
ま
た
、
我
が
国
の
原
子
力
の
平
和
利
用
政
策
に
係
る
国
際
的
な
理
解
と
信
頼
を
得
る
外
交
的
努
力

を
行
う
な
ど
、
国
際
社
会
の
理
解
と
信
頼
の
確
保
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
六
月
、
国
際
原
子
力
機
関
が
、
我

が
国
に
つ
い
て
、
未
申
告
の
核
物
質
及
び
原
子
力
活
動
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
保
有
す
る
す
べ
て
の
核
物
質
が
保
障
措
置
の
下

に
あ
り
平
和
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
結
論
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
際
原
子
力
機
関
が
大
規
模
な
原
子
力
活
動
を
行

う
国
に
つ
い
て
か
か
る
結
論
を
出
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
一
般
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
我
が
国
の
努
力
は
、

国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
原
子
力
政
策
大
綱
に
お
い
て
は
、
「
使
用
済
燃
料
を
再
処
理
し
、
回
収
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
ウ
ラ
ン
等
を
有

効
利
用
す
る
こ
と
を
基
本
的
方
針
と
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
十
五
年
十
月

七
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
我
が
国
と
し
て
は
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
を
国
の
基
本
的
考
え
方
」

と
し
て
い
る
。
日
本
原
燃
株
式
会
社
の
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
の
操
業
等
の
個
別
の
事
業
の
具
体
的
な
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
方
針
の
下
、
実
施
者
で
あ
る
同
社
が
安
全
確
保
を
前
提
に
地
元
の
理
解
を
得
つ
つ
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。

二



（
三
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
数
値
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
燃
料
集
合
体
の
仕
様
や
使
用
履
歴
等
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
一
概
に
お
示
し
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
プ
ル
サ
ー
マ
ル
利
用
の
時
の
炉
内
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
三
号
原
子
炉
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
三
号
原
子
炉
、
関
西
電
力
株
式
会
社
高
浜
発
電
所
三
号
原
子
炉
及
び
四
号

原
子
炉
並
び
に
九
州
電
力
株
式
会
社
玄
海
原
子
力
発
電
所
三
号
原
子
炉
に
つ
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
炉
の
設
置
変
更
許
可
の
申
請
が
あ
り
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
審
査
指
針
等
に
基
づ
き
、
原

子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
許
可
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
過
酷

事
故
が
ど
の
よ
う
な
事
故
を
指
し
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
原
子
炉
の
設
置
変
更
許
可
に

係
る
安
全
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
「
原
子
炉
立
地
審
査
指
針
及
び
そ
の
適
用
に
関
す
る
判
断
の
め
や
す
に
つ
い
て
」
（
昭
和

三
十
九
年
五
月
二
十
七
日
原
子
力
委
員
会
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
技
術
的
見
地
か
ら
は
起
こ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
事
故
を

想
定
し
、
周
辺
の
公
衆
に
著
し
い
放
射
線
災
害
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

三



（
四
）
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
タ
ー
ビ
ン
架
台
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
原
子
力
発
電
技
術
機
構
の
多
度
津
工
学
試
験
所
の
大
型
高
性
能
振
動

台
（
以
下
「
多
度
津
振
動
台
」
と
い
う
。
）
を
用
い
た
試
験
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
ク

ラ
ス
の
地
震
動
に
よ
っ
て
も
タ
ー
ビ
ン
架
台
の
亀
裂
の
進
行
が
な
い
か
等
の
確
認
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
行
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
計
画
は
な
い
。

（
四
）
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
機
器
に
つ
い
て
、
多
度
津
振
動
台
を
用
い
て
、
老
朽
化
を
条
件
と
す
る
試
験
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
四
）
の
�
に
つ
い
て

必
ず
し
も
多
度
津
振
動
台
を
用
い
た
実
物
大
の
試
験
体
に
よ
る
試
験
を
行
わ
な
く
て
も
、
他
の
研
究
機
関
の
試
験
設
備
に

よ
る
試
験
及
び
そ
の
試
験
結
果
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
解
析
に
よ
っ
て
、
安
全
上
重
要
な
設
備
の
地
震
時
の
挙
動
を
把
握
す
る
こ

と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
、
多
度
津
振
動
台
を
用
い
た
御
指
摘
の
よ
う
な
試
験
を
行
う
考
え
は
な
い
。

（
五
）
に
つ
い
て

い
ず
れ
の
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
も
、
津
波
に
よ
り
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
も
必
要
な
海
水
を
取
水
で
き
る

四



よ
う
設
計
さ
れ
、
又
は
必
要
な
海
水
を
一
時
的
に
取
水
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
も
原
子
炉
を
冷
却
で
き
る
対
策
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

原
子
炉
等
規
制
法
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
の
軍
艦
に
設
置
し
た
原
子
炉
は
許
可
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
軍
隊
が
所
有
す
る
軍
艦
に
つ
い
て
は
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
安
全
審
査
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
安

全
審
査
の
観
点
か
ら
の
被
害
予
測
は
行
っ
て
い
な
い
。

五


